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平成２２年度を迎えるにあたって 

 
長崎県土地家屋調査士会 
会長 相 沢 治 典 

 
 会員の皆様今日は。「暑さ寒さも彼岸まで」の例えのとおり、だいぶしのぎ易

い季節となりましたが、花粉症の私には現場の立会いがつらい時期となり、年

齢とともに腰の重い動きにしかなれなくなってきました。 
 平成２１年度の会務につきましてはなんと言っても「ＡＤＲセンター」の立

ち上げを行い、平成２２年２月２日よりその業務を開始したことにつきると思

います。 
 ５年前にさかのぼりますと、私を会長としてご指名頂きましたおり、制度改

革により、「オンラインによる登記申請」「筆界特定制度」そして「ＡＤＲセン

ターの立ち上げ」の３つの大きな事業を行うについて、会員の皆様のお力をお

願いしましたが、内容はともかくとして他県会と同等の事業が推進できました

ことについて、改めまして御礼申し上げます。 
 さて、平成２２年度についてですが、世界的な不況が続く現在、私たち土地

家屋調査士にとって今なにを必要とするかですが、それは業務量の増大以外何

ものでないと考えます。ここは会員一同の英知を集積し業務量増大への努力を

行うべきであるのではないでしょうか。 
 長崎県土地家屋調査士会といたしましては、日調連と帯同し従来の「法１４

条地図作り」や先に報告しました３つの事業をベースとして、地籍調査への具

体的参画を推進して参りたいと考えています。 
従いまして本会では２２年度「地図対策室」を立ち上げ、国、県、市、及び

他の関係業界との対応がスムーズにいける体制を整えることが必要であると思

われるからです。 
 勿論、業務の受託は公嘱協会でありますので、公嘱協会及び政治連盟とも充

分な協議を重ね、それぞれの立場から貴重なご意見を頂きながら、土地家屋調

査士としての新しい分野の基礎作りに貢献したいと考えますので、会員の皆様

のご協力をお願いし、ご挨拶とさせて頂きます。 



平成２２年度に臨んで 
 

副会長 針本 久則 
 
 会員の皆様こんにちわ。いつも本会の事業に対しまして、ご理解とご協力誠

にありがとうございます。総務部、業務部、研修部におきましても平成２１年

度の事業計画に対し、予定通り終了いたしております。 
 平成２２年度に臨み、各部ごとの主なものについて説明いたします。 
総務部につきましては、平成１５年度からオンライン登記申請制度への対応

を事業計画にあげて取り組んで参りましたが、環境整備がなかなか進まず、オ

ンライン申請も普及していないのが現状であります。ＩＣカードにつきまして

は平成２２年３月現在で７０％と昨年より２０％増えておりますが、オンライ

ン申請については２７％に留まっております。このオンライン申請率を上げる

為に、利便性に関する情報提供やオンライン促進委員会を中心とした活動を考

えています。 
業務部につきましては、平成２８年度まで１４条地図作成作業の予定が組ま

れています。また、長崎市、島原市、佐世保市では地籍調査が近々行われよう

としております。連合会の要請もあり、新たに地図対策室を設置し、この部署

を窓口として、法務局及び市役所との協議を行い、円滑な作業等が行えるよう

にしていきたいと思います。 
 昨年同様境界鑑定講座を開催すると共に、境界鑑定委員会による研修会等で、 
筆界特定調査委員並びに筆界特定申請代理人の資質の向上を図りたいと考えて

います。 
 研修部につきましては、年３回の全体研修会を実施すると共に、受付面談、

調停などを行う人材を育成する為の研修も計画しています。 
 また今年は、４年に一度の新入会員向けの研修会の実施年度でありますので、 
業務を行う上での技術的知識、法律的知識、倫理的知識の修得を目的として実

施いたします。 
 
 以上３つの部について説明いたしましたが、この他にも色々計画をしており

ます。今後とも本会の事業に対しまして、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 



平成 22年度に臨んで 
 

長崎県土地家屋調査士会 
副会長兼財務部長 池田悦郎 

 
皆様、今年もよろしくお願い申し上げます。 
平成 21年は、皆様にとりまして良き 1年でありましたでしょうか？ 
ところで、平成 21年度の財務部としては、財務改革をあげておりましたが、平成 21年度は改
革にむけ過去の実績の分析をしているところです。 
皆様から提出して頂いている年計報告書の集計結果（毎年総会資料に添付済み）と、総会資料

の収支決算報告書から過去のデータを整理し比較表を作成中ですが、その件数、売上の推移を見

ますと、平成 20年は、会員一人当たり平均で土地が約 33件、約 700万円、建物が約 33件、約
220 万円、筆界特定等も含めた合計で、平均約 66 件、約 930 万円となっており、売上ピーク時
の平成 7 年と比較して件数で 57 件（約 46％）の減、売上で約 500 万円（約 35％）の減という
厳しい結果が出ております。 
平成 21年度の集計結果は未だ出ていませんが、底を打っている感はありません。私は、事件数、
売上共に最低記録を更新し、厳しい１年でありました。 
皆様も大変な１年であったと推察いたします。 
さて、本題の財務改革に入らせて頂きます。 
本会財務上の問題点は、次の 2項目が挙げられます。 
 

①会員数減少に伴う会費収入の減少 

②共済積立金の不足 

 
まず、収入に関して、本会の収入の 92％を占める会費収入の増減を左右する会員数は、ピーク
時の平成 15年度 235人から平成 20年度 210人に減少しています。年間平均 5人の減少です。平
成 20年度の証紙会費（比例会費）の廃止に伴い、月額 3,500円の値上げをしているので単純比較
はできませんが、会員 1人が退会すると、平成 20年度の年間会費総額 17.4万円の内、連合会、
九州ブロック協議会、支部への会費交付金を除いた本会が自由に処分できる金額は 11.6万円であ
り、その額 11.6万円が減収になる事です。 
従って、平成 15年からの 5年間で 290万円が減収になっています。 
平成 20年度の会費値上げは、証紙会費（比例会費）の廃止に伴う減収に見合うだけの値上げで
したので、5年間で 290万円が減収に何ら変わりはありません。 
次に、支出に関しては、共済金積立支出が本会の財政に大きな影響を及ぼしています。 
最近数年は毎年 230万円（平成 20年度は支出の 6.2％）を積み立てています。 
死亡退会と都合退会の比率（2：8）から算出した平成 20 年度末の想定積立必要額は約 3,730
万円となりますので、積立不足金額は 2,550万円になります。 
会員が現在のままで推移し、毎年 230万円の積立ができれば、11年間で積立完了になるはずで
す。 



ところが、先にも述べたように会員減少が毎年 5 人のペースで進むと、毎年約 60 万円の減収
（≒11.6 万円×5 人）になり、他の支出はそのままで、減収分を共済積立金のみにしわ寄せをす
ると、毎年 230万円の積立額が 60万円ずつ減少し、4年後には積立不可能になり、4年間合計で
330 万円しか積立できず、その時点での共済金積立不足額は 2,220 万円になっていますが、5 年
目以降の共済金積立の原資はありません。 

 
1年目の共済金積立額 230万円 － 60万円（会員 5名減による減収）＝ 170万円 
2年目の共済金積立額 170万円 － 60万円（会員 5名減による減収）＝ 110万円 
3年目の共済金積立額 110万円 － 60万円（会員 5名減による減収）＝  50万円 
4年目の共済金積立額  50万円 － 60万円（会員 5名減による減収）≒   0万円 

4年間の共済金積立額合計         330万円 
 
そこで、毎年 230万円の共済金積立のペースを維持しようとすれば、次年度から毎年いずれか
の支出科目から 60 万円ずつを捻出しないとなりません。ところが、共済積立金を除いた平成 20
年度の支出総額 3,520万円から 4年後には 230万円の満額を捻出することは不可能と考えます。 
会員数減少が毎年 3人のペースになったとしても、上記試算が 4～5年先に延びるだけです。 
共済金積立が完了しない限り、会員数減少に対する不安はなくなりません。 
従って、会員数が減少する前に、財務改革の断行が本会の急務です。 
以上が、本会の財務状況です。 
 
さて、財務改革に関する方策は、すこぶる単純明快です。それは、①「収入増の方策の検討」、

②「支出削減の検討」しかありません。 
①の「収入増の方策の検討」については、本会の収入は会費収入が主であるので会費値上げし

かありませんが、上記のような売上の状況では、到底望めません。 
そうなると、②「支出の削減の検討」しかありません。 
本会の支出は大きく分けて「1.管理費（H20 年度支出構成比率（以下同じ）62.5％）、2.事業
費（26.4％）、3.特定預金支出（10.9％）、4.固定資産取得支出（0.2％）」の 4 科目から構成され
ています。 
ご存じのように、「1.管理費」は、主なもので、「①役員報酬（7.0％）、②職員給与、法定福利費

等職員に関する支出（28.9％、職員退職給与引当預金を含む）、③消耗品、リース料等、事務局に関

する支出（5.6％）、④総会に関する支出（1.3％）、⑤理事会、支部長会議等会議に関する支出（5.0％）、
⑥連合会、九Bの負担金支出（13.2％）」があります。 
「2.事業費」は主なもので、「①法務局・公嘱との協議会等の諸会議費、各部会、委員会費（会議日

当、交通費）（6.4％）、②研修会の講師謝礼、会場費等に関する支出（3.3％）、④会報ながさき、諸
規程集発行に関する支出（1.2％）、⑤支部活動維持の為の支部交付金（13.7％）」があります。 
「3.特定預金支出」は主なもので、「①職員退職給与引当預金（1.5％）、②共済特別会計預金
（6.2％）、③建物修繕建替預金（0.5％）、④ADRセンター準備預金（2.7％）」があります。 
どの科目も必要な支出でありますが、ここ数年来経費削減に向け努力をした結果、平成 17、19、

20年度は当期収支差額を黒字にすることができています。 



特に、平成 21年度は、「正副会長、常任理事の役員報酬の減額（会長 60万円を 50万円に改正
し 10万円の減、副会長は 5万円の減、常任理事は 2万円の減）と常任理事 1名減で合計 36万円
の減、更に職員の皆様のご理解を得て定期昇給凍結をお願いし約 13万円の減」を断行しました。
その減額効果は、合計約 50万円です。ただし、定期昇給凍結については、平成 22年度以降は確
定ではありません。即ち、削減実績は 36万円にしかなっておりません。 
上記のように削減努力をしても、平成 22年度から、「境界問題相談センターながさき」が、年
間を通して稼働し相当額の予算を要する事が想定されます。これは相談件数に比例し支出が上下

しますので、なにぶん 1年間を通してみないと予測が立ちませんが、現時点で一応 100万円程度
を目安としています。 
ところで、平成 22年度はベテラン職員の黒田さんが定年退職を迎えます。総務部と財務部にと
っては大変に痛手となりますが、平成 15年度からの急速な会員の減少傾向と、会員事業所の売上
の減少結果を見れば、会費値上げは到底望めないので、『不要不急な支出は切り詰める。しかし、

必要な支出と積立は行う。』等メリハリをつけ、『会員の退会に伴う会費収入の減と共済金の支出

に一喜一憂する事が無い』ようにして後進に引き継げるように、少数精鋭で財務改革を行う予定

でおります。 
最後になりますが、本会の予算を編成する為にも、皆様の年計報告書が重要な資料になります

ので、報酬金額を漏れなく記載して提出して頂きますようお願いして、平成 22年度に向けた私の
抱負とさせて頂きます。 



平成２２年度に臨んで  
副会長兼広報部長  平澤勝昭  

 
平成２１年度総会に於いて、副会長兼総務部長を仰せつかり早一年

が過ぎました。  
この一年を振り返ってみますと、広報部の事業は①会報「ながさき」

６５号の発行・②ホームページの利活用の促進・③啓蒙活動の促進等

で部員一同協力して取り組み事業を消化してまいりましたが、特に啓

蒙活動の無料相談会も各支部の協力により５ヶ所開催され又、出前授

業も６ヶ所開催され、より多くの方々に調査士業務を理解していただ

けたものと思いますが、まだまだ啓蒙にはＡＤＲを中心とした新聞広

告、ラジオＣＭ、テレビＣＭ、広報グッズの調査開発等幅広い費用対

効果等の検討が必要だと思います。  
又、会長よりの指示で副会長として対外的な広報活動を通じて、調査

士業務の未登記物件の開発等の会員の業務拡大の為に努力をかさねて

まいりましたが、今年度はサンプルとして３筆の未登記物件の受注を

受け納品し、現在国土交通大臣の承認ののち法務省に伝達され長崎地

方法務局にて職権登記される予定ですが、この業務の成果が得られれ

ば２２年度予算にも反映されることと思いますが県政、国政の変換期

を向かえておりスムーズに予算等が付くか .どうか予断をゆるさない .
ところですが、何とか一定の道筋が付くよう努力したいと思いますの

で今後とも各会員の各位のご協力をお願いします。  



平成２２年度に臨んで 

研修部長  坪井 邦幸 
 
研修部としては、今年度は例年どおり年３回の全体研修会を計画いたします。

この定例の研修会は土地家屋調査士としてのレベルアップを図るための研修で、

調査測量に関する技術的な研修、法律的な知識の修得に関する研修、土地家屋

調査士としての倫理の研修などを主なテーマといたします。 
 
今年度は業務部にお願いして、３年～５年程度で調査測量実施要領を一通り

終えることができるような技術研修のカリキュラムを検討していただきます。

このような長期的計画と、その時々の必要に応じて行う短期的計画を組み合わ

せた研修計画を立案したいと考えます。 
 
さらに今年１月に発足した「境界問題相談センターながさき」における受付

相談、センターでの相談、調停などを行う人材育成のための研修を計画いたし

ます。これには全体で行う研修と、希望する会員向けの有料研修を考えていま

す。 
 
次に、今年度は４年に１回実施している新入会員向けの研修会を実施する年

です。これは、今後土地家屋調査士として業務を行うために、最低限知ってお

くべき技術的知識、法律的知識、倫理的知識等を修得する事を目的として実施

いたします。これには昨年度と同様に隣接県の佐賀会と協力の下、合同の研修

会も考えてまいります。 
 
このように今年度も我々研修部は、本会会員のための様々な研修を企画、立

案、実施をしてまいります。２２年度も研修の実施にご協力をよろしくお願い

いたします。 



「長崎くんち」に参加して 
長崎県土地家屋調査士会 

会長 相沢治典 
 
 平成２１年の「長崎くんち」は例年どおり１０月７日、８日、９日と華やか

に繰り広げられました。 
 本年の「踊り町」は、初日に奉納した順番に、①上町（本踊り）、②油屋町（川

船）、③元船町（唐船祭）、④今籠町（本踊り）、⑤鍛冶屋町（宝船、七福神）⑥

筑後町（龍踊り）の７ヵ町が当番町でした。 
 「踊り町」とは、６ヵ町前後の町が一つのグループとして、７年に一度当番

が回って来るもので、各町はそれぞれ趣向を凝らした伝統芸能を守り続けた「踊

り」を、長崎市の氏神諏訪大社に奉納する町内を指します。 
 私は上町に居住しているところから、今年で３度目の「長崎くんち」への参

加となりました。 
 「長崎くんち」は毎年６月１日を「小屋入り」と言って、その年の当番町は 
諏訪神社へ参拝に行き、その日から本番の１０月７日へ向け約３ヵ月の稽古を

始める訳であります。 
 各町内は、当番町になると練習もさることながら、その費用は町によっても

違いますが、一般人では考えられないほどの莫大なお金がかかるところから、

４００年近い伝統芸能を守るには、まずお金の心配が町役員の頭痛の種であり

ます。 
 本番の１０月７日は「初日」と言い、諏訪大社の３体の神様が「お旅所」ま

で出かけられる「お下り」の行事を表すもので、神様が出かけられる前に、各

当番町が踊りを奉納するわけであります。 
当番町はその後「公会堂」「お旅所」へ踊りを奉納した後は、商店、病院、銀

行、個人の家等を訪ねて「お花」を頂きに行きます。 
 １０月８日は「中日」と称し、神様が「お旅所」へ留まる２日目となり、当

番町はこの日に「お花」を頂く有力な一日となるため、踊り手と町役員は足を

棒にして町中を走り回り、その疲れもピークに達します。 
踊りの奉納は「諏訪神社」、「八坂神社」、「公会堂」となります。 
１０月９日は「後日」と称し、神様が「お旅所」から諏訪神社へお帰りにな 
る行事を言い、「おくんち」最後の日となります。 
 踊りの奉納は「お旅所」、「公会堂」、「諏訪神社」の３回ですが、町の役員は 
最後の「お花」回りとして、計画された帳面を元に各商店や個人の家を訪ねて

回ります。（庭先回り） 



 丁度この日は、公嘱協会の九州大会が「ホテルセントヒル」で開催され、私

も案内を頂いておりましたが、町役員として「庭先回り」の最後の追い込み中

であった為と、九州各県の皆様への「長崎くんち」の紹介を兼ねて、紋付袴と 
町役員のしるしである「山高帽子」の姿で出席させていただきましたところ、 
ご出席の皆様から喜んで頂きました。 
 以上が平成２１年の「長崎くんち」へ私が参加させて頂きました報告となり

ますが、「くんち」の中身についてはまだまだ口足らずであります。 
 いづれかの時期に、又お話させていただく機会がありましたら、もう少し詳

しくご説明させていただきますことをお約束して終わりとします。 
 会員みなさまの平成２２年が、ご健勝でありますようお祈り申し上げます。 
 

 



「年男の抱負」 
長崎支部  野田 大輔 

 
 今年は「寅年」、WEB会報長崎に寄稿せよとのメールを受けたが・・・ 

資格を持っていても一寸先は闇のこの不況下、“本物しか生き残れない”と言われる状

況、最初で最後の年男寄稿文となるかもしれないが、この現実を真っ向から受け止め、打破

していくしかないであろう。 

寅年生まれの今年の運勢は、「果敢に決断して、よく艱難に耐え、進取の気性に富んで大成

功を得る人もあるが頑固すぎて争いを起こし、幸運を逃す事も多い。思慮分別があり、競争心

が強い」（らしい？）。 

 今年の目標は、「虎の子」の「虎の巻」を初心に帰り熟読し、「虎の尾を踏む」ことなく、「虎

視眈眈」と「虎穴に入らずんば虎子を得ず」の精神で、「虎は死して皮を留め 人は死して名を

残す」のよう精進していきたいと思います。 

 



 
 

年 男 の 抱 負 

 
 諌早支部 平田利之 

 
 
 

年はとりたくないと思いながらも、今年私も（昭和３７年生まれ）年男となりました。 
昭和３７年（満４８歳）は約１５５万人ということです。昭和２５年（満６０歳）は約２

０１万人、昭和４９年（満３６歳）は約１９５万人、平成１０年（満１２歳）においては、

約１２０万人と人口が減少する推移をたどっております。 
時代的背景として、このように少子化、金融不安、経済不況と安定のない、揺らいだ時代

でありますが、おかげさまで、私は土地家屋調査士事務所を平成４年に開業し、１９年目

となりました。沢山の方々に支えられ、ご指導頂き今日を迎えております。ありがたいこ

とでございます。プライベートにおいて、最近は健康を考えるようになりました。たばこ

は、かなりのスモーカーだったにもかかわらず、５年程前にスパッと止めました。部屋に

たばこの臭いがしなくなり、家族もかなり喜んでおります。その他に定期的に健康診断を

受けたり、野球チームにも所属して、運動もしております。仲間と和気あいあいと楽しく

させていただいております。お酒の方はたまに抜ければいいなと思ってはおります。体が

資本ですので、今後も留意していきたいと思います。 
仕事におきましては、土地家屋調査士を取り巻く環境は、未だ厳しい状況にありますが、

どのような場合においても、社会の要請に答え、皆様のお役にたてるような、信頼できる

土地家屋調査士を目指し、今後も諸先輩、会員の皆様のご指導を仰ぎ、仕事を全うしてい

きたいと思います。 



還暦を迎えて 

佐世保支部 坪井 邦幸 
 
子供のころ６０歳というとひどくお年寄りのイメージがあった。自分がその

年になるなんて想像すら出来なかった。そのころの子供の大半がそうであった

ように、２１世紀は鉄腕アトムの様なロボットが人間と共存している世界だと

思っていた。アトムどころかお茶の水博士より年上になるなんて思っても見ず

に。 
 聞いた話によると還暦とは十干十二支が一回りする６０年のことだそうだ。

（10×12＝120 ではなくて 10 と 12 の最小公倍数の 60 なのだそうだ）つまり
私達が生まれた庚寅がまた巡って来たということだ。この年は五黄の寅だそう

で、寅の中でも気が強く、丙午と同様にこの年に女子が生まれることを忌む風

習があるとのこと、どおりで同級生にはたくましい女性が多かった。（男はそう

でもなかったような気がするが） 
 私は８月生まれ、寅年で獅子座、おまけにＢ型と言うとよほど猛々しいイメ

ージが重なるのか、大抵の方は驚かれる。本人はいたって温厚だと思っている

のだが。 
  
６０才といえば世間ではそろそろ定年を迎える年頃だが、今年大学受験をす

る年の子供がいるため当分は引退もままならず、もうしばらくは土地家屋調査

士を続けなければならない。 
担当部長であったせいもあるが、この年になってオンライン申請、筆界特定、

ADRといろいろなことに挑戦している。これからも老け込むことなく、若手の
方々に混じってさまざまなことに挑戦していきたいと思っているのでよろしく

お付き合いいただきたくお願いします。 



長崎県立諫早農業高等学校出前授業 

 
諫早支部    藤田敏夫 

 
平成２２年１月２５日(月) 午前９：００～午前 10：５０ までの１,２校時に産業教育民間
講師招へい事業として「土地家屋調査士の仕事について」 同校視聴覚室に於いて、農業

土木科の１年生 ３９名、２年生 ３９名、３年生 ３８名の計１１６名を対象に、諫早

支部 藤田敏夫会員が講師として、平成５年７月１３日に「境界測量の精度」と題して講

義以来２回目の出前授業が行われました。 
 



出前授業 島原市立三会中学校 
広報部   林   茂 

 
 土地家屋調査士の啓蒙活動の 1つとして、昨年度に引き続き島原支部では、4回目となる、出前授業が
平成 22年 1月 14日（木）に島原市立三会中学校おいて、中川忠則支部長を講師として 1年生生徒５７
名、先生４名を対象に１時間の授業が行われた。 
授業内容は、土地家屋調査士の仕事に関する事を、解りやすく丁寧に説明され、また、数学や道徳も授

業に取り入れられ、先生方や生徒さん達に大変喜ばれました。 
学校側よりお礼状や、生徒さん達からの感想文が届きましたので、ここに掲載します。 
 

 
 
 

  



 
 

























事 業 報 告 書 
平成 22年 3月 17日 

事 業 名 ： 川棚高校出前授業 

担当講師 松本忠寿 サポート講師 
池田新治、杉山和宏、 
前川賢一、船津学、 

山口賢一 

実 施 日 平成 21年 12月 3日 実施場所 県立川棚高等学校 

事業目的：キャリア教育に関する講演 

事業費：手弁当 

事業内容のまとめ、反省等 
県立川棚高等学校は文部科学省の長崎県内に 3 校ある指定校の 1 校として、平成

19年からの 3年間を「キャリア教育の実践」のテーマに独自のカリキュラムにて多
数の外部講師を招き入れて授業が行われています。佐世保支部では初年度から当校

より依頼を受け、講師として支部役員及び本会理事を中心とした講師団を結成し当

校の一年生に向けて授業の枠を超えた教室内実習を行なっており、生徒及び学校関

係者からは概ね好評を得ております。このことは当校の学校案内パンフレットの表

紙に私たちの行なっている授業風景が採用されている事からもそのように感じられ

ます。 
キャリア教育について、学校側が求めているものは地域の職業人による生の声を

生徒に聞かせることであり、私たちが求めていることはより多くの人に土地家屋調

査士とその役目を知ってもらうためであります。しかし生徒が求めていることは、

なんだか楽しそうで、理解できないけど興味がわくような話ではないかと感じます。

しかし、私たちに与えられている時間は 50分間と決っていますので、ゆっくりもし
ていられません。 
受講者は一学年のうちの 30名です。同時に別の教室でも外部講師による授業が複
数行なわれているのです。 
まずは、起立、礼の号令で始業です。簡単に自己とサポートの紹介をして土地家

屋調査士を聞いたことがあるかと訊ねます。もちろん誰も知りません。不動産の話

とそれを登録する登記を通じて土地家屋調査士の紹介をしたら 10 分が過ぎていま
す。この時点で毎回大汗です。 



 
次に登記とは不動産のどのような性質を登録するものかを話します。位置、用途、

面積の三つ要素があり、そのうちの面積とはどのように測るのかといった事です。

三角形の面積の出し方と四角形の面積の出し方を訊ねるとちゃんと答えてくれま

す。それでは多角形の場合はと続けざまに質問して三角形の応用である事を説明し

教室内実習に入ります。全員起立！ポールマンは君と君と・・あとは４班に分かれ

てください。 

 
 ここからはサポート隊が大活躍します。杉山副支部長が作業の手順を教えていると

ころです。ポールマンはこの時点で直立不動の状態に入っています。 



 
山口理事の話は聞いてもらっていないように写っていますが、結構説明は上手にや

ってもらっています。３年続けてサポートしてもらっていますので。 

 
初参加の船津幹事。指導している姿が様になっています。後は担当の先生。 



 
 その間に私は室内での観測準備をします。床がきしむので整準にもコツがいります。 

 
今年の生徒はこれまでに無く理解が早かったと思います。法線をポールに視準し

て補助線を引いています。 



 
船津幹事も生徒と一緒に一生懸命です。 

 
池田副支部長も今回が初参加でしたが、熱心に指導しています。水平器の側面の法

線をポールとケント紙上の点に合わせる。この説明がとても難しいのです。筆界と所

有権界の説明を始めての隣接者にする以上に難しいかも。ありあわせの道具で平板測

量からも遠ざかっているから。 



 
山口理事。熱が入っているように見えますね。後はまだ整準中。 

 
 始めての生徒を相手にわかりやすく説明しながらの実習です。 



 
もうそろそろ時間です。最後の計算を池田副支部長が手伝っている様子ですね。杉

山副支部長は余裕で面積と辺長の計算が済んだ様子です。 
最終的には、４班全ての面積と各辺長の報告がありました。三年間同じことをやって

きましたが、一番よかったですね。 
 
先生からは、今年でキャリア教育の実践教育は終了しますが、引き続き来年も行な

いたいとの意向を伝えられました。要請があれば、来年度も行ないたいと思います。 
 
 
後記 
土地家屋調査士はもちろん測量なんて皆無な知識の彼ら彼女らをいきなり現場感

覚で、且つ時間の制限がある中で実習するということは、その前提として分かり易

い説明が出来るかに関わっています。よく考えてみれば日常業務でも同じであって、

案外それを忘れている自分に気付く事が出来るかではないのかということを気付か

された出前授業でした。 
 
報告者：松本忠寿 
 

 



事 業 報 告 書 
平成 22年 3月 17日 

事 業 名 ： 佐世保工業高校出前授業 

担当講師 細貝竜一 応援隊 
松本忠寿、池田新治、 
杉山和宏、前川賢一、 
船津学、坪井邦幸 

実 施 日 平成 21年 12月 14日 実施場所 県立佐世保工業高等学校 

事業目的：出前授業 

事業費：手弁当 

事業内容のまとめ、反省等 
県立佐世保工業高等学校出身者は佐世保支部会員のうちの半数近くを占めている

ことに最近気付きあらためて佐世保支部との深いかかわりがあるのだと感じまし

た。今回は二年前から出前授業を行なっている鹿町工業高校の先生繋がりと原昭二

郎会員がお世話していただいた事により実現したものです。 
今回の出前授業に関しては、ＯＢが多数いる事でしたので、支部では、ＯＢへ講

師選任についての協議を設けることからスタートしました。結果的には最若手のＯ

Ｂである建築科出身の細貝会員がその大役を受諾されました。『若いもんがやれ』こ

れも佐世保工業の伝統なのでしょう。上意下達のシステムが機能していることに改

めて脱帽した次第です。 
さて、今回は土木科一年生の４０名を対象にした２時間授業で、会場も広くコン

ピュータも使えるとのことでしたので細貝会員もパワポの資料を作ってくれていま

した。そして実際の業務の成果簿とその報酬も披露してくれて生徒は結構興味を引

かれているように見えました。 
卒業後の就職先にはゼネコン、測量会社、設計等いろいろあるが、物事の基本は

測量から始まっている事、その中でも用地測量というのはどれだけ責任があるかと

いったことを踏まえて軽い気持ちで仕事はするなとここでも佐工イズムがにじみ出

ていたように思います。 
 



 
会場の様子です。生徒はやや緊張気味です。 

 
校風ってものは、やはりあるのですね。前週の川棚高校と雰囲気が違っていまし

た。 



 

 
境界鑑定委員でもあります細貝会員。佐世保の歴史について古地図を用いながら

説明し筆界を探求する事が不可能に近いかを語っています。資料に基づく理論構成

はさすがでした。支部会員へ向けての講義をお願いしたいくらいの内容でした。 



 
講義終了時には、後輩からお礼の言葉を頂きました。出前授業後は定番のお土産

として境界鉛筆と調査士クリアファイルを生徒全員と先生に渡して佐世保工業での

出前授業の第一歩を踏み終えました。 
 
後記 
佐世保支部のルーツともいえる佐世保工業でこのような機会が得られたことは支

部会員の喜びであると思います。今後も学校側とは連絡を採りながら定例のものと

して行きたいと感じました。 
受講した生徒の後日談によると難しくてよく分からなかったけど、とても楽しく

面白い授業だったと感想を漏らしていたそうです。 
実は、私の恩師が佐世保工業の校長をされており退職前に出前授業に関われた事

を幸せに思います。 
 
報告者：松本忠寿 

 
 


